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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【名古屋市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

○ 運営協議会の構成員 

    「教育委員会」指導主事、「日本語教育相談センター」日本語学習支援コーディネーター、「初期

日本語集中教室」初期日本語集中教室企画指導員、指導員 

○ 連絡協議会の構成員 

「教育委員会」指導主事、「日本語教育相談センター」日本語学習支援コーディネーター、「初期

日本語集中教室」初期日本語集中教室企画指導員・初期日本語集中教室指導員、母語学習協力

員スーパーバイザー、母語学習協力員 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 運営協議会、連絡協議会において、日本語指導が必要な児童生徒のための支援システムの効果的な運用方

法を検討したり、各部署の情報を共有したりした。 

（２） 日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍する学校に、日本語教育適応学級担当教員を156名、日本語指導

講師34名を配置した。「初期日本語集中教室」を直営２教室に加え、本年度、民間事業委託により１教室拡充し

合わせて３教室開設した。さらに遠隔型指導を2教室で実施し、学校生活に必要な初歩的・基本的な日本語を

指導した。「日本語通級指導教室」を１６教室設置し、教科学習に必要な日本語を指導した。 

（３） 「特別の教育課程」の編成方法や内容および書式について、協議・検討した。 

(４)  日本語教育相談センターが、特別の教育課程（例）や教材集を蓄積し、学校からの相談に対応できるようにし 

   た。また、研修会で日本語指導に役立つ教材資料の紹介や講師から発達障害を抱える児童生徒の対応や進

路指導に関する情報提供を行った。初期日本語集中教室の指導カリキュラムや教材の紹介。 

（５） 「日本語通級指導教室」を16教室設置し、教科学習に必要な日本語を指導した。名古屋国際センターと共催で

外国人の中学生と保護者向けに進路ガイダンスを行った。 

（７） 初期日本語集中教室の遠隔型指導教室を２教室で実施した。 

（９） 各学校では「特別の教育課程」を実施する児童生徒を対象に、本市独自の日本語習得表に基づいて個々の

日本語能力を判定し、日本語能力の向上の度合いを測定、検証に活用した。初期日本語集中教室（遠隔型指

導・民間事業委託）では、入級に際して面談を実施し、DLA検査を行って個々の日本語の習得状況を把握し

ている。 

（10） 日本語指導が必要な児童生徒が特に多く在籍する小中学校39校に、母語学習協力員51人を配置した。高等

学校へは母語指導補助員を3名配置した。また、『日本語教育相談センター』に「日本語学習支援コーディネー

ター(６人)」を配置し、日本語指導が必要な児童生徒の在籍校、『初期日本語集中教室』、『日本語通級指導教

室』、「母語学習協力員」配置校などの関係部署の間の連絡調整を行った。 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 日本語指導が必要な児童生徒のための支援について、運営協議会や連絡協議会において検討や協議を行

うことで、共通理解を深めることができ、組織的な支援体制を構築することができた。 

（２） 教員の配置により、日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学校において取り出しや入り込みによる指導を

行うことができた。これによって、日本語指導が必要な児童生徒の在籍校での早期適応の一助を担うことがで

きた。 

（３） 各学校で「特別の教育課程」を編成し、取り出し指導を着実に実施できた。５月に「特別の教育課程日本語指

導計画」の作成及び提出、３月に指導成果を提出させることで、指導成果を数値で把握することができた。 

（４） 初期日本語集中教室の指導カリキュラムや指導教材等に関する情報を配信することにより、児童生徒

に合った教材を選択したり、他の教材のよいところを取り入れたりすることになった。日本語指導が必要な
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児童生徒が少ないため、人的配置が難しい学校でも、それを活用しながら日本語指導に取り組むことができ

た。 

（５） 市内１６の学校に通級指導教室を設置し、日本語の初期指導が終了した児童生徒を対象に学習言語の習得

に努めることができた。名古屋国際センターと連携して行った進路ガイダンスでは、保護者・児童生徒に母語

で説明・相談できるようにすることで、適切な進路指導ができた。 

（７） 初期日本語集中教室では、児童生徒のタブレットを活用した遠隔型指導教室を継続実施した。遠隔型指導に

より初期日本語指導を受ける児童生徒が増えたが、それ以上に初期日本語集中教室への入級を希望する児

童生徒が増えており、依然として入級待機期間が生じていることが課題となっている。また、学校側の人手不

足により指導体制が作れず、受講を希望できないケースも生じている。遠隔指導アシスタントの派遣等で学校

側の体制支援を継続していくとともに、校内でも人員の確保に努め、工夫してもらうよう働きかけていく。 

（９） 各学校で行っている日本語習得表に基づく判定では、年度末に、平均１．６ポイント、日本語習得レベル（段階

の向上が確認できた。また、初期日本語集中教室の遠隔型指導においては、DLA検査の結果から、受講した

27名の児童の日本語習得レベルの向上を確認することができた。特に、日常の生活言語、会話力に関しては

入級時と比べて2６（一番伸び少なかった児童）～８0（一番の伸びた児童）ポイント上昇した。 

遠隔指導と民間事業委託による日本語教育では、DLAを用いて事前と事後に評価をすることで、本事業を

通じた対象児童生徒の日本語力の変容がわかり、児童生徒の日本語能力の向上を明確に把握することがで

きた。 

（10） 母語学習協力員配置校では、日本語指導が必要な児童生徒の実態に応じて、学校生活に必要な基本的な

日本語指導、教科学習に必要な学習言語の指導、学校生活への適応指導の補助を行い、学校生活への早期

適応の一助を担うことができた。また、日本語が通じない対応言語の保護者との通訳や学校だよりの翻訳など

も行い、学校の助けとなった。巡回指導では、日本語指導が必要な児童生徒の実態に応じて、日本語指導や

適応指導の補助を行い、学校への早期適応の一助を担うことができた。 

    一方、母語学習協力員に配置校や人数には限界があり、学習言語の習得や教科学習の支援まで十分に行

えていない現状がある。さらに、多言語化が一層進んでいる課題に対応するため、ブラウザ型AI同時翻訳ツ

ールの導入・活用も検討していく。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

  ０人

（ ０ 園） 

 2357 人 

（ 189校） 

  791 人 

（  89校） 

   ０人 

（  ０校） 
76 人 

（ 4 校） 
    ０人 

（  ０校） 

    ３人 

（  １校） 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

 2205 人 

（ 168 校） 
  690 人 

（  70校） 
 ０人 

（  ０校） 
 ０人 

（  ０校） 
０人 

（ ０校） 

    ３人 

（  １校） 

４．その他（今後の取組予定等） 

・ 母語学習協力員は来年度３名増員し、５４名を日本語指導が必要な児童生徒が多く在籍している学校へ配置す

る予定であるが、増加や多言語化が進んでおり従来の５言語では対応できなくなってきている。今後は、ウルド

ゥ語やタミル語といった言語を母語とする児童生徒が増えているので、さらなる対応言語の拡大と人材確保が必

要である。 

・  初期日本語集中教室は、今年度、交通の便の良い市の中央地区に通級による対面型指導教室を新たに開設

した。日本語指導のノウハウをもつ民間事業者と連携を図り、対象学年を小学１，２年生にも拡充し受け入れ体制

を強化すると共に、入級待機期間の解消を目指す。 

 

  


